
【注意事項】
※普通徴収の納期限が過ぎた税額については、特別徴収への切替はできません。
※納期限が近い場合は、電話でお問い合わせください。
（普通徴収納期限　第１期…６月末　第２期…８月末　第３期…１０月末　第４期…１２月末）

※二重納付を防ぐために、市民税・県民税の普通徴収の納期未到来の納付書を添付してください。
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